
時間外労働削減・年次有給休暇の取得促進はたまた
ワーク・ライフ・バランスまで実現できちゃう！
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『７つの好事例集！』は大阪労働局ＨＰからダウンロードできます。
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[獣医業]・・・事例１ 「有限会社ルカ」
看護師のスキルアップにより獣医師の負担を軽減する仕組みを
導入。時間外労働を削減し、獣医師はより専門的な業務に専念。

[訪問介護事業]・・・事例６ 「株式会社ＬＯＯＰ」
朝型勤務・計画的年休の導入により、時間外労働の大幅縮減・

年次有給休暇の取得率向上。 ほか



『７つの好事例集』の特徴

Before
→

Afterで
見やすい

取組スケジュールが
３段階で見やすい

取組内容（改善
ツール等）が

具体的で分かり
やすい

担当者・コンサル
タントのコメントが
参考になります

働き方・休み方改善
コンサルタント

Dr.カイゼン©



『７つの好事例集』とは？
上記目標の達成に向けて、ワークショップ参加企業等が主に以下の内容で
取組んだもののうち、効果があったものを厳選して掲載しています。
・所定外労働時間の短縮
・年次有給休暇の取得促進
・ワーク・ライフ・バランスの推進

※ワークショップとは？
長時間労働が懸念される事業場の労働時間削減に向けた自主的取組を促進するため、

話を聞くだけの講習会形式ではなく、参加者自身がグループ討議に参加し、共通の課題に対し
て問題解決方法等を議論する研修会で、労働局職員がファシリテーターとして討議の支援を
行っています。（平成２３年度から延べ４０回開催・３３１事業所が参加）

月１００時間を超える法定外労働が懸念される事業場

ワークショップの実施

アクションプランの作成
プランに沿った改善策の実践

改善レポートの提出

好事例集の作成

Report

Action Plan

Work shop

月８０時間を超える法定外労働が可能な３６協定を
届け出た事業場等に対し、自主点検を実施

(ワークショップの流れ)

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて政府が数値目標を掲げています。

数値目標設定指標 現状（2013年） 目標値（2020年）

　労働時間等の課題について労使が
　話し合いの機会を設けている割合

６０．６％ １００％

　週労働時間60時間以上の雇用者の割合 　８．８％ 　５％

　年次有給休暇取得率 ４８．８％ ７０％ （抜粋）

参考資料



ワーク・ライフ・バランス推進に向けたワークショップ 

大阪労働局 労働基準部 労働時間課 

ワークショップ参加企業様の取組の
中から、好事例として７社の取組を
ご紹介します。 

今後のワーク・ライフ・バランス推
進に役立てていただければ幸いです。 

働き方・休み方改善コンサルタント 

    Ｄｒ．カイゼン© 
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「ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ：仕事と生活の調和）」と聞くと、仕事と育児の
両立や女性の活躍推進をイメージされる方も多いと思います。女性や育児中
の社員に限らず、適切な労働時間で働き、休暇を取得することは、仕事に対
する社員のモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効
果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、
企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発
展につなげることができます。 

他方、長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルス
に影響を及ぼす可能性が高く、生産性の低下、離職リスクの上昇や、企業イ
メージの低下など、さまざまな問題を生じさせることになります。ワーク・ライ
フ・バランスの推進は企業における最大の経営資源である「人材」の能力や
経験を引き出す、企業にとっても大きなメリットとなる取組です。 

まず、企業の経営者や人事労務管理者の皆様からワーク・ライフ・バランス
の重要性を理解し、自らが率先して、働き方・休み方の改善に取り組んでい
きましょう。 

 

はじめに 

※ワークショップ（WS）とは？：参加者自身が議論に加わるなど双方向的な手法により知識等を習得する参加・体験型の研修。労

働時間等の設定の改善においては、参加者が取組事例を研究・発表し、問題解決の方法について班別討議に参加する等の態様
が考えられる。他の参加者の状況を把握することにより意識改革が期待できるなどのメリットがある。 



大阪労働局では、平成２３年度より「ワーク・ライフ・バランス推進に向けた
ワークショップ」を開催しています。平成２７年１０月までの４年半の間に３２回
開催し、２７５社にご参加いただきました。 

その後、各企業において社内で話し合いを重ねアクションプラン（取組プラ
ン）を作成し、実行・分析したのち、改善レポート（取組状況の報告）の提出を
一つのステップとして取組を進めていただいています。この度、各企業の了
承を得て、これらの取組の成果を「大阪版 好事例集」として作成しました。こ
の好事例集をワーク・ライフ・バランス推進に取り組むきっかけとして、企業
の皆様に参考にしていただければ幸いです。 

好事例集を活用するにあたって 

労使の取組の流れ 

働き方、休
み方改善を
テーマに意
見交換 

ワーク
ショップ 

１ヵ月を目処
に取組プラン

を作成 

アクション 

プラン 

3ヵ月を目処
に取組状況
を中間総括 

改善 

レポート 
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悪循環を好循環へ転換！ 
労働環境の改善・長く健康に働ける職場づくりを目指す。 

• 獣医業 事業内容 

• ２０人（うち獣医師８名） 従業員数 

• 時間外労働削減 主な取組テーマ 

【会社概要】 
「予防医療」から、最新の知識と技術を駆使した「高度動物医
療」までを、幅広く提供する動物医療センター。 
動物たちの身体に優しい「内視鏡手術」において、全国一の
実績を誇る。 

【取組の柱】 
看護師のスキルアップを図ることにより、獣医師の負担を大幅
に軽減し、獣医師が専門的業務に専念できる環境をつくる。 

 



• 獣医師が慢性的に長時間労働。経験の豊富

な特定の獣医師に患者が集中し、負担がか

なり大きくなっていた。 

• 獣医師は、治療以外に医療技術の研究、経

営課題の取組なども抱え、プライベートの時

間を確保するのが難しい状況となっていた。 

• 獣医師が長期休暇を取得する事がかなり難

しい状況であった。 

• 体調管理がうまくできず、体調を崩すスタッフ

がいた。 

取組の背景 

月間平均時間外労働時間 ６０～７０時間 

最も労働時間が長い人 １００時間 

年次有給休暇取得率 ９０％（１名を除き１００%) 

教える
暇が 
ない 

人材育
成でき
ない 

業務の
偏り・定
着率⇩ 

悪循環 
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ＷＳ後の会社の状況 

• 適正な時間管理の徹底、業務の現状把握  
 ⇒業務分担・人員配置の見直しが必要 

• スキルアップが必要 
 ⇒知識習得・自己啓発の為の制度導入を検討 

課題 

• スキルマップ作成（スキル熟成度の見える化） 

• 多面評価（上司・同僚・本人）による適正なスキル診断 

• 残業撲滅委員会の発足（残業時間とその理由を分析） 

組織・仕組 

• 医療現場で看護師の申し送りがどのように行われているか、実際
に医療機関（人間相手の病院）を見学し、ツールを作成 

• 「コンシェルジュ」の創設（業務の交通整理・適材適所の人材配置） 

• 看護師のスキルアップ・業務範囲の拡大により、獣医師の業務負
担を軽減 

• 長期休暇（７日間以上）の取得を、院長から獣医師に通達 

取組 



課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

短期的 

• 獣医師・看護師の労働時間の実態把握・分析 

• キャリア形成の体系を策定し、自分なりのステップアッププランを立て、日
常業務とキャリア形成の両立を意識づける 

• プロジェクトチームの発足 

• 月間目標を立て、毎月の全体ミーティングで振り返りと分析を行った 

中期的 

• 教育体系の整備により、獣医師の早期戦力化・定着化 

• 専門診療を充実、予約診療を増やすことにより、業務量の平準化を図る 

長期的 

• 経営を担える立場として、獣医師兼マネージャーを育成 

• チーム医療体制の実現 

4 



取組内容 

多面評価による 

スキルマップ 

従業員の各種業務習熟度を、同僚・上司
の計５名が確認。業務を任せられると判
断したら印鑑を押す。 

新人の教育計画や担当業務の割り振りに
使用できる。相互評価を行うことや業務熟
練度が可視化されていることからモチベー
ションアップにもつながっている。 

氏名 ○川　△美

月日 平成　○×年　○月　　△日（水曜日）

実績時間 19　時　　45 　分　　　～　　20 　　時　　15 　　分　（　　　　時間　　30 　分）

業務内容

保定・検査・処置・入院看護・受付・調剤・会計・ホテル・緊急対応・手術助手
麻酔・往診・集計・診察延長・日中検査補助・ホテル頭数過多・入院頭数過多

手術（夜オペ含む）・往診・他（　△山　タマちゃんS・C保定など ）　　複数選択可

承認者名（手書きでサインしてください）

本人記入⇒承認者⇒事務

残業・早朝出勤報告書
平成　○×年　○月　　○日

下記の通り　　（時間外勤務　　早朝出勤　　）を報告します。

長時間残業理由（1時間以上の残業をした場合、記入）

山×　□子

残業報告書 

「事前申請」ではなく、
「事後報告」の形式。 

残業となり得る業務が
あらかじめ記載されて
いる。行った業務に○
をつけることで記入の
時間を大幅に短縮可
能。残業時間と原因の
分析も容易にできる。 



院内ミーティングの様子 

毎月、月間目標の設定・
振り返り・分析を行ってい
る。個人・チーム全体の
スキルやコミュニケーショ
ン向上につながっている。 

職場の反応と取組の様子 

取組 

前後の 

エピソード 

従前はダラダラ残業、つきあい残業が多くみられた。取組開始により賛同を得ら
れなかった労働者が一部退職したが、その後、風通しの良い職場環境になった。 

多面評価により、確実なスキル把握が可能となり、習得のスピードも速くなった。
若い世代が多く、柔軟性があり対応力も高い。 

チームで企画する取組を増やすことで、コミュニケーションがスムーズになった。 
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• 飼い主の不安を取り除き、他院との差別
化を図るため「コンシェルジュ」を創設。 
しつけ相談・事前問診など看護師が対応
しきれない部分を補ってもらうことで、サー
ビス・業務効率・モチベーションのすべて
が向上した。 

• 看護師のスキルが向上した事により、獣
医師の業務補助をできる範囲が広がり、
獣医師の業務効率もかなり向上した。 

• 獣医師の業務効率が上がったことで、研
究など獣医にしかできない業務をする時
間が増えた。今後は海外研修などを実施
したいと考えている。 

• 各人のスキルが向上したことにより、獣医
師の長期休暇取得も可能となった。今期
14日連続休暇取得の実績。 

取組後 

月間平均時間外労働時間 ８時間 

最も労働時間が長い人 １０時間 

年次有給休暇取得率 ９０％ 

収益に影響なく、時間外労働を削減。
さらに、専門知識も向上。 

モチ
ベーショ
ンアップ 

スキル
アップ 

サービ
ス向上 

好循環 



担当者の思い・苦労 

雰囲気の変化 残業が多い時代は、何か問題が発生しても注意しにくい雰囲気があり、風通しが
悪いように感じていたが、取組を始めたことで大きく改善された。 

悪循環を断絶 帰宅時間が遅いので生活サイクルが乱れ、体調を崩したり気分にムラがある社
員が多く、お互いに気を遣いすぎてコミュニケーションも悪いという負のスパイラ
ルに悩まされた。取組により、活気ある病院へと生まれ変わった。 

社員の声 

制度化による 

意識改革 
入社当時、残業を管理する仕組がなく、職種によっては手取り額の半分くらいが
残業手当になることもあると聞いていた。仕組を作ってもらうことにより、短時間
で優先順位を判断して実行・反省する意識が生まれ、自主性につながったと思う。 

また、残業を報告制にすることで、承認する側にも残業の必要性を問い直すこと
ができた。人件費の圧縮にもつながったようで、全スタッフが業績賞与をいただく
ことができた。 

取組のポイント 

トップの思い 経営者が信念と柔軟性を持ち取組を行ったことが、結果として表れている。小規
模の企業だからこそ人材を大事にする必要性を経営者が理解し、「従業員のた
め」の改革をすすめたことが社員のモチベーションにつながっている。 

スキルアップ
による効率化 

看護師のスキルアップが獣医師の業務効率向上につながったように、全体の底
上げが専門的技術者の業務改善につながる点を、ぜひ参考にしていただきたい。 

6 



• 自動車小売業 事業内容 

• ４０５人 従業員数 

• 時間外労働削減 主な取組テーマ 

トラック・バス等各種自動車の大阪地区担当販売会社。 

時間外労働削減のほか、メンター制度を導入して新入社員の離職率
の改善を実現する等、働きやすい環境作りに取り組んでいる。 

意識改革によるワーク・ライフ・バランスの推進 



■所定外労働が発生する理由： 
  ・取引先との関係で、相手に時間を合わせる必要がある。  
  ・作業が終わっても、同僚が残っているとすぐには帰れない。 
  ・商用車の車検や修理の業務が、週末に集中する。 

取組の背景 

平均所定外労働時間数 ３０．８時間／月 

所定外労働が月45時間を 
超えた回数（1人当たり） 

３．３５回 
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『残業時間管理グラフ』の活用による意識改革 その１ 

  ～取組のスケジュール～ 

短期的 
• 管理者による残業時間・理由の把握を徹底する。 

中期的 

• 管理職が、『残業時間管理グラフ』を活用して、残業
削減の意識付けに努める。 

長期的 

• 全従業員が、『自分のための残業削減』という意識
を持つ。 



『残業時間管理グラフ』の活用による意識改革 その２ 

  ～取組の内容と職場の反応～  

本社  

 勤怠システムから時間外労働に関するデー

タを抽出して、各拠点の責任者にメールで送
る。（給与締切日の10日前からは毎日送信） 

職場の反応 

各人が「自分自身の残業を減らそう」という意
識を持つようになった。 

 

 

 

各支店 
各人毎の時間外労働の状況をグラフ化して
掲示する。また、このデータを活用して、朝礼
や夕礼時、あるいは個別に指導を行う。 

 

 

 

時間外労働データ 

朝礼の風景 8 



改善のためのツール 

【提案申請書】 

業務上気付いたことについて、その都度会社
に改善の提案をするための申請書。 

内容によっては、半期毎に行われる社員表彰
の対象にもなる。 

【残業時間管理グラフ】 

本社から送られるデータをもとに、
各人毎の時間外労働の状況をグラ
フ化して掲示している。 

残業時間管理グラフ 

提案申請書 



 
 
 

取組後 

平均所定外労働時間数 
２６．９時間／月 

（12.7％減） 

所定外労働が月45時間を 
超えた回数（1人当たり） 

2.15回 

（1.2回減） 

■取組の成果： 
  ①仕事の進め方が改善された（残業時間は削減したが、 売上は 

    伸びている）。 

  ②仕事のスピードアップが実現した。 

  ③就業時間中の集中力が高まり、“ヒヤリ ・ハット”が減少した。 

  ④プライベートの充実 

      ・家族と一緒に過ごす時間が増えた 等。 

  ⑤余暇の時間を自己啓発に利用 

 ・資格取得支援制度の利用者が増加（大型自動車、 フォー 

       クリフト、危険物取扱者 ほか）。 
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その他の取組（メンター制度の導入） 

■取組の内容 

○整備職の新入社員に対して、入社４～５年目の先輩社員がメンターとなり、会社生   

  活全般について相談に乗る等、サポートを行う。 

 

■工夫したポイント 

①直属の先輩ではなく、別の班の先輩がメンターになる。 

②終業後の時間をペアで共有することを推奨する。（食事やボーリング等の費用を会 

  社が負担する 等） 
 

■取組の効果 

①以前は整備職の新入社員の3割程度が1年以内に離職していた。ところが､昨年度 

  は、6月に制度を導入後、離職者が出なかった。 

        離職率 約３０％  ⇒  ０％！ 
 

②メンターである先輩社員にも意識の変化がみられるようになった。（責任感が増して、 

  仕事ぶりを見ながら適切にアドバイスできるようになる等） 
 

 



取組のポイント 

・“残業時間管理グラフ”の取組から、情報を目に見える形で伝えることの効果 

 の大きさを改めて感じた。 

・昨年度、メンター制度導入後は離職者が０であったという実績については、  

 定着率向上に取り組む企業に参考にしていただきたい。 

社員の声 

• 家族との食事の時間や子供と一緒に遊ぶ時間が増えた。 

• 疲れが翌日に残らなくなった。 

担当者の声 

• 一人一人の意識が変わったことにより、各部署で各自が自主的に時間外
労働削減に取り組むようになった。 

• 時間外労働削減に関して本社から各拠点に連絡する頻度が少なくなった。 

10 



ワーク・ライフ・バランスを意識した働きやすい職場を作り、 
年次有給休暇の取得率向上に努める！ 

• 物流業 事業内容 

• 約６００人 従業員数 

• 年次有給休暇の取得促進 主な取組テーマ 

【会社概要】 
物流を中心に多岐にわたる事業を展開。昭和１９年に設立後、輸
送事業、事務所移転引越し事業、倉庫保管事業を基幹事業として、
幅広いサービスを提供。 

社員の意識改革を促し、年次有給休暇の取得率向上に取り組む。 

 
 



・所属部署により５％以下～６５％と取得率に大きな開きがある。                
・管理職と非管理職を比較すると、管理職の取得率が低い。 
・管理職の取得率が低いため、部下が取得しにくい雰囲気がある。 
・物流現場では、休むと他の人に迷惑がかかり負担をかける。 
・病気など特別な事情がないと年次有給休暇を取得しづらい雰囲気がある。 

取組の背景 

年次有給休暇取得率
(平成２４年度) 

１９．５％ 
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ＷＳ後の会社の状況 

• 年次有給休暇の取得率について、所属部署によって偏ることなく全員が
取得率向上に努める。 

意識の変化 

• 役員会でこれまで報告してきた残業時間のデータに加え、所属部署別に
年次有給休暇取得状況を毎月報告。 

• 年次有給休暇取得促進の必要性を説明し、幹部クラスの意識改革を図
る。 

組織・仕組 

• 年次有給休暇を取得しやすい組織づくり。 

• 毎月の役員会での年次有給休暇取得率の報告。 

• 職場毎・個人毎の年次有給休暇の取得率の現状把握及び分析。 

手順 

• 年次有給休暇を取得することにより、業務の効率化やモチベーションの
向上などの効果があった。 

コスト・メリット 



取組の具体的内容と職場の反応 

短期的 

• 役員会にてこれまで報告してきた、残業時間のデータに加え、所属別
の年次有給休暇取得状況を毎月報告。 

• 年次有給休暇促進の必要性について幹部クラスの意識改革を図る。 

中期的 

• 組織全体の年次有給休暇の取得状況を把握し、現場単位での取得率
向上に努めるため組織の再編を図る。 

長期的 

• ダイバーシティ及びワーク・ライフ・バランス重視の企業風土作り。 

• 競争力のある事業領域の伸長。 
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年次有給休暇取得率、ワーク・ライフ・バランス運動等についてデー
タ資料を作成して見える化を図り、また年次有給休暇取得状況を毎月
の役員会での報告項目に加えた。 



• 夏季休暇取得期間を１か月間延長し、夏季に繁忙期を迎える部署の休暇
取得率が向上した。 

• 採用を増やし、人員の確保に努めたことで、時間外労働の抑制・年次有
給休暇取得の促進につながった。 

• 定例会議後の報告書の提出期限を延ばすことにより、時間外労働の抑制
につながり、また年次有給休暇取得の促進につながった。                                                                                                                                                                                

(さらに) 
• 平成２７年度から部下の年次有給休暇取得状況を管理職の人事評価(賞
与査定)に反映させている。 

• H２６年４月より所定労働時間を１７１→１６４時間/月に削減した。 

取組後 

年次有給休暇取得率 １９．５％ 

(平成２６年度実績) ３６．２％ 

(最終目標) ５０％ 
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担当者の思い・苦労 

社内の上層部が積極的に年次有給休暇を取得したことにより、社内に取得し
やすい雰囲気ができたように思う。今後も良い雰囲気が定着するよう頑張って
いきたい。 

社員の声 

上司が率先して取得することにより、遠慮なく取得できるようになった。 

家族の声 

休みを取りやすくなり、家族との時間が多く持てるようになり嬉しい。また、時
短制度が拡充されたことにより、子育てを手伝ってもらい助かっている。 



取組のポイント 

会社の年次有給休暇取得に関する上層部の意識改革により、年次有給休暇
を取得しやすい風通しの良い職場になったと思われる。 

年次有給休暇を取得するにあたり、取得しやすい職場の雰
囲気作りのため管理職を含む社員のさらなる意識改革が重
要です。最終目標である年次有給休暇取得率50％を達成し

ていただき、さらに高い取得率を目標に取り組まれることを期
待しています。 
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年次有給休暇年間平均１０日取得の必達(目標：１５日)を 
維持しつつ､更に偏りのない取得日数増を図っていく！  

• 製造業 事業内容 

• 約１，３００人 従業員数 

• 年次有給休暇の取得促進 主な取組テーマ 

【会社概要】 
鉄道車両品・自動車製品・産業機械品の部品製造 

【取組の柱】 
年次有給休暇の取得状況の「見える化」と、各職場・各個人ご
とのきめ細かいフォローの実施によって、継続的な取組を図る。 

 



   
• 事業所として、労使協定による指定年次有給休暇日（４日）、個人
別年次有給休暇取得計画等の取組を実施。一定の成果は出てい
るとの認識はあり、必達目標は達成する見込みである。 

• 一方で、取得状況は職場・個人毎のばらつきが大きい。 
 
   課 題 
 
   ①事業所全体として年次有給休暇を取得しやすい雰囲気の醸成 
   ②職場・個人毎の取得状況についてのきめ細かいフォロー 

取組の背景 

年次有給休暇取得日数 （平成１６年度実績） ４．３日 

              （平成２５年度実績） １２．１日 

              （平成２６年度必達目標） １０日 

               （最終目標） １５日 
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ＷＳ後の会社の状況 

• 事業所の平成２６年度年次有給休暇の取得目標について、個人毎に偏
ることなく、全員が取得することを目標として、更なる努力を継続していく
ことを確認した。 

意識の変化 

• 平成２７年１月から毎月定例のライン長参加会議にて、職場毎の年次有
給休暇取得状況を説明。 

• 個別に低取得者の直属上司に対し働きかけ。 

組織・仕組 

• 職場別年次有給休暇取得状況の「見える化」と事業所内の共有化 

• 労使間での緻密な情報の共有と対策等の協議 

• 更なる施策の考案・実施 （NO会議デーの設定、全体の技能向上のた
めの教育実施など） 

手順 

• 年次有給休暇を取得しやすい風通しの良い職場づくりの推進 

メリット 



課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 

短期的 

• 職場別年次有給休暇の取得状況の「見える化」と 
事業所内の共有化 

• 労使間での緻密な情報共有と対策協議 

中期的 
• 上記取組の更なる深化に向けた施策の検討・実行 

長期的 

• 年次有給休暇の取得目標を個人毎に偏りなく、  
全員が取得する職場の実現 
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年次有給休暇 

取得計画簿 

部 室・工場 年間目標 
4月 5月 6月 ･･･ １月 2月 3月 年度 
実績 実績 実績 ･･･ 見込 見込 見込 累計 

●●部 
  
  
  

＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 

●●部 
  
  
  

＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 

●●部 
  
  
  

＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 
＊＊室 15日 ＊ ＊ ＊        ＊ 

 ・・・                     

事業所合計 ＊＊室 15日 1.0 0.8 0.9         2.7 

 所属別の取得実績の『見える化』を行
い取得状況についてタイムリーに把握 

 事業所内での共有化を実施 

⇒各職場にて目標日数取得に向けた        

  努力を継続 

年次有給休暇取得計画＆実績フォロー表 



取組後 

年次有給休暇取得日数（必達目標） １０．０日 

              （最終目標） １５．０日 

              （平成２６年度実績） １３．４日 

・ 平成２６年度の年次有給休暇実績は事業所全体で     

  １３．４日となり、２５年度を上回った。 

・ 個人・職場共に休暇取得に対する意識が向上した。 

・ 今後とも、事業所全体として、年次有給休暇取得に 

  向けた取組を推進していくことを再確認した。 
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担当者の思い・苦労 

年次有給休暇取得推進は従来より重要課題と認識していたが、今回の取組
を通じ、より年次有給休暇取得の意識が浸透してきた。今後も事業所全体で
の取組が定着するよう頑張っていきたい。 

社員の声 

年次有給休暇取得が少ない場合には上司から取得を奨励され、休暇が取得
しやすくなった。職場の雰囲気も以前よりさらに風通しがよくなった気がする。 

家族の声 

休みが取りやすくなって、家族と一緒にいる時間も多くなり、喜んでいる。 



最終目標の年次有給休暇取得日数１５日に向けて、働き方や
休み方全般について改善施策を検討し、他社の模範事例を目
指していただきたいと思います。 

 

取組のポイント 

年次有給休暇の取得日数は、もともと一定の水準に達していたが、取得状況
に偏りがある点について、更なる改善に取り組まれたものである。特に、ビ
ジョンを明確にし、目標を設定して、労使が一体となってチャレンジされたこと
が成果につながったと思われます。今後も取組を継続していただきたいと思
います。 

普遍化すべきこと 

・年次有給休暇取得状況の「見える化」 
・ライン、スタッフ一体となった取組 

・低取得職場、低取得者に対する継続的なフォロー 

・労使の丁寧な情報共有化 
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働きやすい環境づくりを目指し、目標値を設定。
意欲的に様々な取組を実施！  

• 情報サービス業 事業内容 

• ３８５人 従業員数 

• ワーク・ライフ・バランス 主な取組テーマ 

取組の特徴 

 

時間外労働の削減だけではなく、年間総労働時間の縮減および
年間年次有給休暇取得日数の目標をそれぞれ設定。総務部門が
主体となり、制度の導入だけでなく従業員の意識改革を促すことを
目的とし、意欲的に様々な取組に着手した。 
 



• 1人当たりの業務量が多く、「残業が当たり前」「残業を前提とした業務
分担」となっていた。 

• 「残業をする人＝仕事熱心」という雰囲気があり、管理職もそれを評価し
ていた。 

• 担当者の在籍期間が長くなると、担当者にしかわからない事が多くなり、
業務が属人化し、担当者が多忙になるという悪循環に陥っていた。 

• 人によって業務量に偏りがあり、残業時間・年次有給休暇取得率を平
均すると良好な結果ではあるが、最長時間外労働時間数は月１００時
間を超えていた。 

取組の背景 

月間平均時間外労働時間 ２７．１時間 

時間外労働が月８０時間を超える人数 ５６人（年間延べ人数） 

年次有給休暇取得率 ５２％ 
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ＷＳ後の会社の状況 

• 「残業が当たり前」という企業風土の改革が必要だと実感。 

• 数値目標の設定や現状の数値公開など、トップダウンにより方針を明確
化しないと効果が上がらない。 

意識の変化 

• 年間年次有給休暇取得日数目標 １７日／人 

• 年間総労働時間数目標 ２０００時間／人（２０１５年目標） 

目標の設定 

• 完全定時退勤日の増設（月１回⇒月２回）＋館内放送・職場巡回による徹底 

• 時間外労働の事前申請制度導入。２２時以降はさらに厳格化 

• 毎月１日以上＋夏季期間中５日間の年次有給休暇取得を目標に設定 

• 部署毎に業務内容に応じた年次有給休暇取得促進の施策を設定 

• 労務管理教育の実施・意識改革＋部長職以上の配置ローテーション実行 

取組内容 

部長会での 

情報公開 

＋フィードバック 



短期的 

• 管理職への意識徹底（会議での残業時間報告等） 

• 定時退勤日の徹底化 

• 長時間労働実績のある職場へのフィードバック 

中期的 

• 業務分担体制の見直し 

• 思い切ったローテーションの断行 
（平成25年4月、関西拠点で10名の部長職以上の配置転換） 

長期的 
• 残業なしで成果を上げる人材の育成 

特筆すべ
きこと等 

定時退勤日に利用できる割引サービスを近隣の飲食店に交渉する
など、総務担当者が熱意をもって取り組んだ。 

定時退勤日の社内巡視は総務部・労働組合・所属上長の三者で実
施。幹部が参加することで徹底率向上を目指した。 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 
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時間外労働下命申請書 下命者は課長職

日付 下命承認者は部長職

作業内容
完了
時間

下命者 下命承認者

入力例 関西総 関西 太郎 ○○殿提案書作成 22:00 (○○)K (○○)B 2/16(月)代休

備考
[代休設定予定日，

下命(承認)者コメント等]

2015/02/04

№ 所属 氏名

下命内容

№ 店名 サービス内容 

1 焼肉○○ 人数分ワンドリンクサービス 

2 やきとり○○ ワイン１本サービス 

3 居酒屋○○ ドリンク２０％ＯＦＦ 

4 ろばた○○ 若鶏唐揚げ(１５個)サービス 

【定時退勤日の飲食店割引サービス】 
会社近隣の飲食店で、定時退勤日の１８：３０ までに 
来店すれば下記サービスが受けられる。 

【時間外労働の事前申請・承認】 
時間外労働を実施する場合は、当日１７：００までに業務予定を入力の上、上長に承認を得る。 

【定時退勤日の社内巡視】 
幹部・労働組合・総務部の三者で実施 



• システムエンジニアの業務ではコスト意識を持つことが重要であり、時
間外労働を抑える事もコスト管理のひとつという意識が芽生えた。 

• 部長職以上の配置ローテーションを行うことで新たな視点で業務を見直
すことにつながった。 

• １人当たりの時間外労働は減少したものの、偏りについてはまだ改善が
必要。今後は更に取組を徹底していく。 

• 長時間労働者にヒアリングを実施すると、しばらくは時間が削減される
が、その後徐々に増加する傾向があるので、継続した働きかけが必要。 

取組後 

月間平均時間外労働時間 ２４．０時間  ３．１時間ＤＯＷＮ 

時間外労働が月８０時間を超える人数 ４３人（年間延べ人数） １３人ＤＯＷＮ 

年次有給休暇取得率 ５８％  ６％ポイントＵＰ 
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担当者の思い・苦労 

Ｏｎ(仕事)とＯｆｆ(生活)のメリハリをつけさせるために定時退勤日を設定。当
初は取組が不十分な部署もあったが、幹部・労働組合・総務部の三者による見回
りにより、徐々に定時退勤日が浸透してきた。 

社員の声 

定時退勤日の見回りにより、帰りやすくなった。 

取組のポイント 

総務担当者の熱意 掛け声だけではなく、「どうすればできるか」という
視点で取組を行っており、その意識が徐々に浸透
し結果につながっている。 

定着した組織風土を改革するのは一朝一夕ででき
ることではなく、担当者が変わった後も取組を継続
し、さらなる発展を目指していただいています。 



ワーク・ライフ・バランスを実施することは労使双方に
とってメリットがあることや、時間外労働削減はコスト
面や健康面だけでなく、会社の健全な発展のために
不可欠であることを労働者に意識づけていくことが重
要です。 

今回は、総務部が主体となって取組を進めていただ
きましたが、企業規模が大きくなるほど総務だけで改
革を進めることは困難になります。現在、労働者・経
営層を巻き込んだ改革に着手し、継続的に取り組ん
でいただいています。 
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アットホームな雰囲気・働きやすい環境づくりで 
ワーク・ライフ・バランスを推進  

• 訪問介護事業 事業内容 

• １３人 従業員数 

• ワーク・ライフ・バランス 主な取組テーマ 

【取組の概要】 
離職率が高いと言われる介護事業において良い人材を確保し、さらに
成長してもらうために、従業員一人一人の状況に応じた制度を整備し
た。従業員が家族のような関係となり、個々の事情をフォローすること
でチームワークを強化。従業員にとって魅力のある企業への発展を目
指す。 



介護業界全体の問題として人材不足が恒常化しており、離職率も高い状況であった。 
人材を募集してもなかなか集まらず、社員一人あたりの業務量が多くなって離職に至
るという悪循環に陥っていた。 

「職場意識改善助成金」の支給申請をきっかけに、時間外労働の抑制・年次有給休暇
取得率向上に向けた取組を開始。 

• 朝型勤務制度（後述）の導入などによりワークショップ参加時には時間外労働はほぼ発生して
いない状況。 

• シフト制勤務のため年次有給休暇を取得した際の人員調整が難しく、管理職が応援に入るこ
とで対応していた。 

取組の背景 

月平均時間外労働時間 

（平成２３年度） 
２１．６時間／月 

平均年次有給休暇取得率 

（平成２３年度） 
２５．６％ 
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ＷＳ後の会社の状況 

WS参加以前からの取組 

①朝型勤務制度の導入 ②計画的年次有給休暇の導入 

導
入
前 

就業時間9：00～18：00で帰社後、引継
ぎ会議や書類作成。 

【バースデー休暇】として本人の誕生日休暇
に加え、子供の誕生日も記念日休暇として計
画年次有給休暇を付与。記念品を贈呈。 
 導

入
後 

8：30～17：30に変更、翌日の朝に全員
で朝食をとりながら会議を行う。 

• 時間外労働が大幅に減少。 

• 特に育児中の従業員にとって、夕方の時
間は貴重であり、「ダラダラ会議がテキパ
キ会議に変わった」、「朝食をゆっくりとるこ
とができる」と好評。朝に会議をすることで
当日の天候やスタッフの状況により的確な
指示が可能となった。モチベーションアップ
にも寄与。 

• 家族の仕事への理解が深まった。 
• 早い段階で日程を把握することができるの
で、シフト調整が容易にできるようになった。 

• 誕生日は必ず年一度あるので、従業員全
員が気兼ねなく年次有給休暇を取得する
ことができるようになった。 

• 記念品やケーキの贈呈により、親睦を深
め、モチベーションもアップ。 

年次有給休暇のさらなる取得率向上、ワーク・ライフ・バラ
ンス推進支援、教育訓練を取組目標に決定 



課題解決・ゴール達成に向けた取組 

年次有給休暇取得促進 

•上司のバックアップ体制整備（リーダーが月の半分フリー勤務となり、突発的ケースに対応）。 

•社員が自主的にハイキング等イベントを企画し年次有給休暇を取得。シフト調整のフォローは上長が
行う。 

•お互いにシフトを調整し合えるようコミュニケーションを活発に行い、風通しの良い職場を目指す。 

ワーク・ライフ・バランス両立支援 

•勤務時間が17：00を過ぎた場合、保育園の延長料金を会社が負担。 

•栄養バランスが良く、温かい昼食の提供。（取締役自らが調理） 

•家族同伴のパーティーやもちつきなど、親睦を深めたり子供が職場を見学できる機会をつくった。 

•子供が放課後に一人にならないように、事業所に保育できる環境を整備（お菓子やテレビ・DVD視聴、
宿題ができる場所など。） 

教育訓練 

•月に一度自主参加の勉強会を兼ねた夕食会を開催。 

•非効率的であっても、未経験者のOJTではベテラン社員とペアで行う。経験者のみ雇っていたのでは
人材不足は避けられないので、教育訓練を手厚く行う。（助成金を活用） 

•自発的な資格取得の費用も援助。昇給につながる。取締役自らも介護福祉士の資格を取得し、現場の
仕事内容の理解が深まった。その経験をもとに、従業員へのアドバイスや相談を行っている。 

•資格取得セミナーや勉強会などは平日開催が多いため、希望に応じて参加を促し、シフト調整なども
行っている。 
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社内の風景 

勉強会の様子 

•月に一度、業務関連の勉強会を開催。 

子供が学校帰りなどに立ち寄って宿題
やTV視聴などできるスペースを確保 

手作りの温かい昼食を提供 



• 時間外労働をしないという風土が根付き、イレギュラーな場合以
外はほとんど時間外労働は発生していない。 

• 年次有給休暇の取得率は大きく変化しなかった。これは、従業
員数が増えシフトにも余裕ができ、以前よりフレキシブルに非番
日を確保できるようになったことが要因と思われる。 

• 朝型勤務の好事例として、厚生労働省のポータルサイト等で数
多く紹介された。その結果、取材を受けるなどの反響があり、従
業員にとって「自慢できる企業」となった。 

取組後 

月平均時間外労働時間 

（平成２６年度） 
１．６時間 

平均年次有給休暇取得率 

（平成２６年度） 
２８．８％ 
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担当者の思い・苦労 

教育訓練の重要性 会社としては、できるだけ資格取得にチャレンジし
てもらいレベルアップを図りたいが、なかなか全ヘ
ルパーに行き届かない。資格取得によって本人の
自信にもつながり、介護業界・福祉業界全体の底
上げにもつながると思われる。 

高年齢者の雇用 仕事以外のことを学べる点を重視し、７０歳以上の
ヘルパーの雇用を実現。年齢が長所にも短所にも
なり得るが、本人の意思があれば受け入れていき
たいと考えている。 

社員の声 

柔軟な対応 できる限り長時間働きたいが、子供の成長とともに
働く条件が変化している。 

その時々に対応した働き方を提案・対応していた
だいているので助かっている。 



取組のポイント 

家族への配慮 家族が一緒に参加できるイベントや子供の誕生日休暇
等、家族ぐるみのつながりを持つことにより、従業員の
両立支援に寄与している。 

少人数の企業だからこそ、従業員一人一人を大切にす
る姿勢が従業員に伝わっていると思われる。 

女性の活躍推進 保育料の補助など、育児中でも働きやすい環境を整え
ることで「働きたくても働けない」という事情を抱えた人
材の雇用につながった。 

管理者の率先取得 管理者が年次有給休暇を取得していないと部下が年次
有給休暇を取りづらい場合もあるので、今後は管理者
も年次有給休暇が取れるような業務体制作りへの着手
も重要。 

介護事業業界全体のためにも、業界イメージを変える牽引
役になっていただきたいと思います。 
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• 情報処理・提供サービス業 事業内容 

• 約２８０人（関西支社） 従業員数 

• ワーク・ライフ・バランス 主な取組テーマ 

【会社概要】 

業務改革を支援するコンサルティングをはじめ、各種業務システムの開発・構
築、ネットワークインフラ環境の設計・構築やハードウェア・ソフトウェアの提供、
保守サポートサービスなど、企業のIT環境の構築を一貫して支援している。 
 

【取組内容】 
ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、年次有給休暇取得率を平成２７年度
までに７０％以上に、また、月５０時間以上の時間外労働の雇用者割合を平成
３０年度までに６％未満にすることを目指して取り組んでいる。  

年次有給休暇の取得率向上と時間外労働の削減により 
ワーク・ライフ・バランスを推進する！ 



取組の背景 

年次有給休暇取得率（平成２４年度） ５７．２ ％ 

月５０時間以上の時間外労働の雇用者割合（平成２４年度） １３．０％ 

• 年次有給休暇取得率が、全社平均に比較し関西支社は２ポイント以上少な
い。（平成２４年度：全社平均５９．３％、関西平均５７．２％） 

• 恒常的に年次有給休暇取得率が低い部門もあり、組織的な改善が必要であ
る。 

• 月により時間外労働時間が１００時間を超える社員が存在する。 

現 状 

• 年次有給休暇を取得すると逆に残業が増えるといったトレードオフの関係に
ならない仕組が必要である。 

• メンバー全員が年次有給休暇取得に対する意識を変える必要がある。 
• 時間外労働時間数の適正化と、時間外労働時間の多い従業員へのフォロー
が必要である。 

課 題 
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ＷＳ後の取組の状況 

• 部署別の年次有給休暇・労働時間の実績を本社支店長会議での報告事項とする。 

• １年間の年次有給休暇取得スケジュール及び月別時間外労働予定時間を作成し、
毎月安全衛生委員会で進捗を報告する。 

• 当初予定の年次有給休暇が未取得の者及び時間外労働が当初予定より増加し
ている者に対して、所属部長が理由を聴き取り、対策を実施する。 

体制づくり 

• 年次有給休暇行使促進日を設定する。 

• 誕生日や結婚記念日をアニバーサリー年次有給休暇として推進する。 

• 年次有給休暇取得予定日を年度初めに年間付与日数の７０％以上指定する。 

• 水曜日、給与支給日、賞与支給日を定時退社日とする。 

• 定時退社日には夕礼を実施し、時間外申請がある場合は所属部長が必要性を判
断する。 

• 定時退社日の１７時３０分及び１７時４５分に、定時退社日であることを知らせる音
楽を流す。 

• 日曜日の出勤は原則禁止とする。 

• 時間外労働が５０時間を超える場合には、本部長面談をしなければならない。 

制度・ルール化 



短期的 

• 部署毎の年次有給休暇取得日数・残業時間数・休日労働時間の調査及
び調査結果の分析・対応策の検討 

• 年次有給休暇取得促進方策の検討 

• 定時退社日の状況把握と分析及び推進策の検討 

中期的 

• 年次有給休暇取得促進のための方策の導入 
（年次有給休暇行使促進日の活用、アニバーサリー年次有給休暇等） 

• 月５０時間以上の時間外労働者の本部長面談と代休取得の徹底 

• 第２定時退社日の設定 

• 日曜出勤の原則禁止 

長期的 

• 連続２日以上の計画年休取得促進方策の導入（ローテーションによる年次
有給休暇取得の促進等） 

• 全社（事業部）同一プロジェクトでの要員及び作業量調整 

• フレックスタイム制や変形労働時間制の導入を検討 

課題解決・ゴール達成に向けた取組計画 
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取組中のエピソード 定時退社日の『蛍の光』が流れると帰りたくなる社員が増えた。 

特筆すべきこと等 定時退社日が連続すると仕事の調整が難しくなり残業する社員がいる。 

計画年休帳票類：カレンダーで年次
有給休暇行使促進日を表示 



実績表サンプル 
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• 平成２６年度の関西支社の年次有給休暇取得率平均が、全社平均より０．
４ポイント多かった。 

• 年次有給休暇の取得率の向上とともに、仕事のメリハリが付いてきた。 
• 年次有給休暇の取得に対する意識が、「仕事を休む」から「休みを利用

して何かをする」に変わった。 
• 平成２６年度は、作業量増加のため、前年度より月５０時間以上の時間

外労働の雇用者割合が増加した。 
• 平成２７年度より、年次有給休暇については入社時に１５日、その後１

年毎に２０日付与することとした。また、時間外労働については毎日２０時に
音楽を流すことにより退勤を促して更なる削減を図っている。 

取組後 

年次有給休暇取得率（平成２６年度） ６７．９％ 

年次有給休暇取得率（平成２５年度） ６６．５％ 

月５０時間以上の時間外労働の雇用者割合（平成２６年度） ９．６％ 

月５０時間以上の時間外労働の雇用者割合（平成２５年度） ５．７％ 



担当者の思い・苦労 

ワーク・ライフ・バランスについて、理解が深まらない現場社員から、「お客様
のため」、「会社のため」と反発されることがあった。 

社員の声 

年次有給休暇行使促進日が設定されたことにより、土・日を絡めて３連休が
取り易くなった。 

なるべく残業をしないようにと意識するようになり、仕事の効率が上
がった。 

定時退社日の懇親会が増えて社員同士のコミュニケーションが深まった。 

家族の声 

平日に休みを取って、安く家族旅行に行けるようになった。 

見たい映画を平日にゆっくり見ることができるようになった。 

コンサルタントより 
本年度より、年次有給休暇を入社時に１５日、その後１年毎
に２０日付与されるとのこと。更なる取組に期待しています！ 
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働き方・休み方改善コンサルタント

Dr.カイゼン©

電話：０６－６９４９－６４９４

働き方・休み方の
改善

（ワークライフ
バランスの実現）

※コンサルタントは専門的な知識・経験を有する
社会保険労務士等から任用されています。
国家公務員法により秘密は厳守いたします。

ご利用のお申込みは裏面の利用申込書によりＦＡＸ等で
お願いします。後日、コンサルタントからご連絡します。

大阪労働局労働基準部労働時間課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67

大阪合同庁舎第2号館9階

・所定外労働を削減して、従業員の健康を確保
するには？

・変形労働時間制を導入するには？
・年次有給休暇の計画的付与制度とは？等々

企業からの労働時間全般の相談等に
応じています。

個別相談の実施

事業所の労働時間等の現状分析を
行い、好事例等を参考に改善方法を
提示します。
労働時間関係助成金制度の活用等
についてもアドバイスしています。
[平成26年度実績]
窓口相談 859回(延べ)
電話相談 2,682回(延べ)
訪問件数 305件

セミナー等の実施

長時間労働解消のためのセミナー
や、事業主団体等における労働時間
の基礎研修の講師など、幅広くセミ
ナー等を実施しています。
[平成26年度実績]

21回実施 161名参加

好事例の紹介

ワークショップ等で収集した好事例か
ら厳選した“大阪版７つの好事例集！”
を作成。職場の改善に役立てていただ
けます。

ワークショップの開催

長時間労働の解消に積極的に取り組
む事業場を中心に、グループワークを
実施。
各社貴重な情報を交換するとともに、
豊富な改善事例を収集しています。
[平成26年度実績]

11回実施 74社 121名参加



働き方・休み方改善コンサルタント 利用申込書

平成 年 月 日

大阪労働局労働基準部労働時間課 あて

事業場所在地

事業場名

担当者職氏名

電話番号 （ ） －

業種

労働者数 人

働き方・休み方改善コンサルタントを利用したいので、申し込みます。

お申し込みは、下記あて先に、郵送またはＦＡＸにより、直接お申込みください。

〒５４０－８５２７

大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎 第２号館 ９階

大阪労働局労働基準部労働時間課

電話 ： ０６－６９４９－６４９４

ＦＡＸ ： ０６－６９４９－６０３４

相談事項

相談事項

※具体的にご記入ください。

※該当項目に レ を付けてください。複数の項目でも結構です。

□労働時間関係 □休日関係 □年休関係 □その他

〈個人情報の取り扱いについて〉
本紙に書かれた個人情報については、働き方・休み方改善コンサルタントの利用申込の
把握のみに使用し、当該事業場の許可なく第三者へ提供することはありません。 （Ｈ27.4）
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